
 

 

 

 

 

 

 町会、ＰＴＡ等の登録団体（※下記参照）に、回収した有価物（※次頁参照）

に対し、１キログラムあたり４円の奨励金を支給します。循環型社会の構築と

ごみ減量化の意欲の向上を図ることを目的とした制度です。 

                 

 

 

 

① 登録団体単位で有価物回収業者と契約をしていただきます。その後、市へ

申請書を提出していただきます。（ホームページからダウンロードできま

す） 

② 回収日の都度、団体が回収した有価物を回収業者に引き渡しをします。回

収業者から実績報告書が交付されます。 

③ 奨励金の交付申請は年間で２回、８月と翌年２月にありますので、実績報

告書や請求書（ホームページからダウンロードできます）等を市へ提出し

ていただきます。 

 

 

  

 

 

町会、自治会、ＰＴＡ等で、本市に有価物回収を実施する旨の登録をしてい

る団体をいいます。 

 

 

 

 

 

 

有価物回収運動奨励金制度とは？ 

奨励金の交付を受けるには？ 

登録団体とは？ 

問い合わせ先 

 習志野市クリーンセンター クリーン推進課 

📞TEL 047-453-5577  FAX 047-408-9581 

メール kurisui@city.narashino.lg.jp 



有価物一覧表 

 
 

種 類 回 収 品 目 例  示 （下記 ※参照） 

 

紙 類 

新聞・チラシ  
新聞紙、チラシ 

雑誌・雑紙 週刊誌、月刊誌、単行本、百科辞典 

ダンボール 

（厚紙を含む） 
みかん箱、家電用の空き箱 

飲料用紙パック 
牛乳パック等                 

（内側が銀色のものは除く） 

布 類 古着類 

ハンカチ、ワイシャツ、タオル、   

靴下、セーター、毛布、ネクタイ、

着物、ズボン、スカート、スーツ等 

 

缶 類 

スチール スチール缶（ジュース類） 

アルミ アルミ缶（ビール、ジュース） 

 

 

 

ガラス類 

再利用ビン 

（リターナルビン） 
１升ビン（酒ビン）、ビールビン 

雑ビン 

（ワンウエイビン） 

ウイスキー、ワイン等の酒や     

清涼飲料のビン 

カレット 

（ガラスクズ） 再利用ビンや雑ビンが割れたもの 

  

※有価物回収業者によっては回収できない品目もあります。 

詳細は有価物回収業者にお問合せください。 


